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(57)【要約】
【解決手段】下記式（１）
　（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3　　　　　（１）
（式中、Ｒｅはスカンジウム、イットリウム、ランタン、ユウロピウム、ガドリニウム、
イッテルビウム、ホルミウム、ルテチウムより選ばれる少なくとも１つの元素を示し、０
．４≦ｘ≦１．０である。）
で示される酸化物を主成分とする酸化物セラミックスからなり、２５℃における上記酸化
物セラミックス結晶の粒界の屈折率と主相の屈折率との差が０．００４以下であることを
特徴とするセラミックス磁気光学材料。
【効果】本発明によれば、偏光状態が良好で、消光比の大きい、光アイソレータファラデ
ー回転子用等のセラミックス磁気光学材料を確実に提供することができ、加工機用ファイ
バーレーザに使用する光アイソレータの小型化を提供することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）
　（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3　　　　　（１）
（式中、Ｒｅはスカンジウム、イットリウム、ランタン、ユウロピウム、ガドリニウム、
イッテルビウム、ホルミウム、ルテチウムより選ばれる少なくとも１つの元素を示し、０
．４≦ｘ≦１．０である。）
で示される酸化物を主成分とする酸化物セラミックスより、２５℃における上記酸化物セ
ラミックス結晶の粒界の屈折率と主相の屈折率との差が０．００４以下である酸化物セラ
ミックスを選定することを特徴とする消光比の大きいセラミックス磁気光学材料の選定方
法。
【請求項２】
　セラミックス磁気光学材料が光アイソレータファラデー回転子用である請求項１記載の
選定方法。
【請求項３】
　下記式（１）
　（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3　　　　　（１）
（式中、Ｒｅはスカンジウム、イットリウム、ランタン、ユウロピウム、ガドリニウム、
イッテルビウム、ホルミウム、ルテチウムより選ばれる少なくとも１つの元素を示し、０
．４≦ｘ≦１．０である。）
で示される酸化物を主成分とする酸化物セラミックスからなり、２５℃における上記酸化
物セラミックス結晶の粒界の屈折率と主相の屈折率との差が０．００４以下であることを
特徴とするセラミックス磁気光学材料。
【請求項４】
　光アイソレータファラデー回転子用である請求項３記載のセラミックス磁気光学材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光アイソレータ等の磁気光学デバイス（例えば、ファラデー回転子）を構成
するのに用いられるセラミックス磁気光学材料及びその選定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、レーザ加工機の進展に伴い、光と磁気との相互作用を利用した磁気光学デバイス
が注目されている。その１つに、アイソレータがあるが、これは、レーザ光源から発振し
た光が、途中の光学系で反射されて光源に戻ると、レーザ光源から発振した光を擾乱させ
て、不安定な発振状態になる現象を抑制するものである。そのため、この作用を利用して
、光アイソレータは、レーザ光源と光学部品との間に配置して利用されている。
【０００３】
　光アイソレータは、ファラデー回転子と、ファラデー回転子の光入射側に配置された偏
光子と、ファラデー回転子の光出射側に配置された検光子の３つの部品を有する。光アイ
ソレータは、ファラデー回転子に光の進行方向に平行に磁界を加えた状態で、光がファラ
デー回転子に入射すると、ファラデー回転子の中で偏光面が回転するという性質、いわゆ
るファラデー効果を利用する。即ち、入射光のなかで、偏光子と同じ偏光面を有する光が
偏光子を通過して、ファラデー回転子に入射される。この光は、ファラデー回転子の中で
、光の進行方向に対して、プラス４５度回転されて、出射する。
【０００４】
　これに対して、入射方向と逆方向からファラデー回転子に入射する戻り光は、最初に検
光子を通過する際に、検光子と同じ偏光面を有する成分の光のみが検光子を透過し、ファ
ラデー回転子に入射される。次にファラデー回転子の中で、戻り光の偏光面が、最初のプ
ラス４５度から更にプラス４５度回転されるため、偏光子とプラス９０度の直角の偏光面
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となり、戻り光は、偏光子を透過できなくなる。
【０００５】
　上記のような光アイソレータのファラデー回転子として用いられる材料では、ファラデ
ー効果が大きく、かつその使用する波長において、透過率が高いことが必要である。
【０００６】
　また、入射した光と異なる偏光成分が出射光内に生じると、この異なる偏光成分は、偏
光子を透過するので、戻り光の遮断が不十分になる。
【０００７】
　この異なる偏光成分の発生状態の評価としては、ファラデー回転子として用いられる材
料に対して、０度～９０度の偏光を入射し、出射光を偏光子を通して受光器に入射して、
受光器で光の強度を測定し、最大値（Ｉｍａｘ）と最小値（Ｉｍｉｎ）より、消光比（Ｓ
）を次式で計算して評価する。
　　　Ｓ＝－１０ｌｏｇ（Ｉｍｉｎ／Ｉｍａｘ）　［単位ｄＢ］
　消光比は、大きいことが望ましいが、一般的には、３０ｄＢ以上が求められている。
【０００８】
　特開２０１０－２８５２９９号公報（特許文献１）においては、ベルデー定数の大きな
素材として、（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3：０．４≦ｘ≦１．０の酸化物単結晶及び透明酸化物
セラミックスが開示されている。
【０００９】
　透明酸化物セラミックスは、酸化物単結晶に比較し、反応温度が低く抑えられるため、
単純な設備で大量生産を行うことができ、安価になるため、工業的に有望である。
【００１０】
　例えば、特許第４０３３４５１号公報（特許文献２）において、一般式Ｒ2Ｏ3（Ｒは希
土類元素）で表される希土類酸化物は、その結晶構造が立方晶であり複屈折がない。その
ため気孔や不純物の偏析を完全に除去することにより透明性に優れた焼結体を得ることが
可能である旨記載されている。
【００１１】
　また、特開平５－３３０９１３号公報（特許文献３）で示されているように、気孔を除
去するためには、焼結助剤の添加が有効である。更に、特許第２６３８６６９号公報（特
許文献４）にあるように、熱間等方加圧成形工程の後に再焼結を行い、気孔を除去する方
法も開示されている。
【００１２】
　一方、焼結助剤を加えて熱処理を長時間行うと粒界に焼結助剤等の偏析が生じて、ある
場合には、結晶粒子の主相の屈折率と粒界の屈折率に差が生じていた。
【００１３】
　このように、主相と粒界の屈折率に差が生じている場合は、透過した光の偏光状態が変
化し、具体的には消光比が小さくなり、これを用いて製造した光アイソレータの光分離度
が劣化するという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１０－２８５２９９号公報
【特許文献２】特許第４０３３４５１号公報
【特許文献３】特開平５－３３０９１３号公報
【特許文献４】特許第２６３８６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、偏光状態が良好で、消光比の大きいセラミックス磁気光学材料及びそ
の選定方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、ベルデー定数が大きく
常磁性元素であるテルビウム酸化物と希土類（スカンジウム、イットリウム、ランタン、
ユウロピウム、ガドリニウム、イッテルビウム、ホルミウム及びルテチウム）酸化物を主
成分とし、これに焼結助剤を一又は複数加えて混合し、成形し、仮焼した後に、真空下で
焼結し、更にＨＩＰ処理後アニール処理してセラミックスを製造する際の各工程の時間、
温度、雰囲気等の条件を様々変え、得られたセラミックスの粒子主相と粒界の屈折率差と
消光比の関係を調べた結果、屈折率差が０．００４より小さければ、粒界への焼結助剤等
の偏析も少なく、非常に均質であり、消光比が優れた材料を得られる点を見出し、本発明
をなすに至った。
【００１７】
　従って、本発明は、下記に示すセラミックス磁気光学材料及びその選定方法を提供する
。
〔１〕
　下記式（１）
　（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3　　　　　（１）
（式中、Ｒｅはスカンジウム、イットリウム、ランタン、ユウロピウム、ガドリニウム、
イッテルビウム、ホルミウム、ルテチウムより選ばれる少なくとも１つの元素を示し、０
．４≦ｘ≦１．０である。）
で示される酸化物を主成分とする酸化物セラミックスより、２５℃における上記酸化物セ
ラミックス結晶の粒界の屈折率と主相の屈折率との差が０．００４以下である酸化物セラ
ミックスを選定することを特徴とする消光比の大きいセラミックス磁気光学材料の選定方
法。
〔２〕
　セラミックス磁気光学材料が光アイソレータファラデー回転子用である〔１〕記載の選
定方法。
〔３〕
　下記式（１）
　（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3　　　　　（１）
（式中、Ｒｅはスカンジウム、イットリウム、ランタン、ユウロピウム、ガドリニウム、
イッテルビウム、ホルミウム、ルテチウムより選ばれる少なくとも１つの元素を示し、０
．４≦ｘ≦１．０である。）
で示される酸化物を主成分とする酸化物セラミックスからなり、２５℃における上記酸化
物セラミックス結晶の粒界の屈折率と主相の屈折率との差が０．００４以下であることを
特徴とするセラミックス磁気光学材料。
〔４〕
　光アイソレータファラデー回転子用である〔３〕記載のセラミックス磁気光学材料。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、偏光状態が良好で、消光比の大きい、光アイソレータファラデー回転
子用等のセラミックス磁気光学材料を確実に提供することができ、加工機用ファイバーレ
ーザに使用する光アイソレータの小型化を提供することが可能になったものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】粒界及び主相の屈折率測定装置の説明図である。
【図２】位置情報と反射光強度との関係の一例を示す説明図である。
【図３】屈折率差と消光比との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　本発明に係る光アイソレータファラデー回転子用セラミックス磁気光学素子は、
　下記式（１）
　（ＴｂxＲｅ1-x）2Ｏ3　　　　　（１）
（式中、Ｒｅはスカンジウム、イットリウム、ランタン、ユウロピウム、ガドリニウム、
イッテルビウム、ホルミウム、ルテチウムより選ばれる少なくとも１つの元素を示し、０
．４≦ｘ≦１．０である。）
で示される酸化物を主成分とし、好ましくは波長１．０６５μｍでのベルデー定数が０．
１８ｍｉｎ／Ｏｅ．ｃｍ以上である酸化物セラミックスからなり、２５℃における該酸化
物セラミックス結晶の粒界の屈折率と結晶主相の屈折率との差が０．００４以下であり、
好ましくは消光比２５ｄＢ以上、より好ましくは３０ｄＢ以上、特に３５ｄＢ以上である
ことを特徴とする。
　上記式（１）において、ｘは０．４以上であればよいが、好ましくは０．５～０．９、
更に好ましくは０．５～０．７である。Ｒｅは上記元素であるが、特にＹ、Ｇｄが好まし
い。
【００２１】
　この場合、酸化物セラミックスは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、カルシウム等
の酸化物、フッ化物又は窒化物等の焼結助剤を含み、また必要により式（１）の酸化物１
００質量部に対し酸化マグネシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウム等のアルカリ土
類金属の酸化物を０．０００１～０．０１質量部含有することができる。
【００２２】
　上記酸化物セラミックスは、基本的には特開２０１０－２８５２９９号公報に記載の方
法を採用することができ、従来用いられている一般的な方法で、ベルデー定数が大きく常
磁性元素であるテルビウム酸化物と希土類（スカンジウム、イットリウム、ランタン、ユ
ウロピウム、ガドリニウム、イッテルビウム、ホルミウム及びルテチウム）酸化物を主成
分として、焼結助剤として、例えば特開平５－３３０９１３号公報等で開示されている焼
結助剤、特にチタン、ジルコニウム、ハフニウム、カルシウム等の酸化物、フッ化物又は
窒化物等の焼結助剤を一又は複数加えて混合し、成形し、仮焼した後に、真空下で焼結し
、更にＨＩＰ処理し、製造することができる。
【００２３】
　この場合、本発明においては、得られた酸化物セラミックスのうちで該酸化物セラミッ
クスの結晶粒界の屈折率と結晶主相の屈折率との差が０．００４以下のものを均質性が高
く、消光比が大きいものとして選定採取する。
【００２４】
　主相と粒界の屈折率差の測定は、反射光強度が屈折率により変化することから、図１に
示す次の方法で求められる。
　測定するセラミックス（被測定物）１の端面を鏡面研磨し、これを移動するステージ２
に設置する。この移動ステージ２は、モータ３に取り付けられたボールねじ４に取り付け
られ、移動可能になっている。なお、５は基台である。
　そして、上記被測定物１には、光源６からの測定光を斜め上方から照射する。測定光は
ビームエクスパンダ７で拡大した後、ミラー８で反射させ、対物レンズ９で被測定物１に
照射することにより微小領域の測定が可能になる。また、測定波長は短いほどより微小領
域の測定が可能になる。そして、反射した光を受光器（パワーメータ）１０で受けて強度
を検知する。
【００２５】
　被測定物を移動しながら、検知器で得られる信号を観察すると、粒界において屈折率が
変化した場合、受光器の信号が変化する。被測定物と空気の界面での反射率Ｒは、被測定
物の屈折率をｎとすると、Ｒ＝（ｎ－１）2／（ｎ＋１）2で表される。
　よって、受光器の信号の変化量から屈折率を求めることができる。
　なお、図２は、モータからの位置情報とパワーメータからの反射光強度との関係の一例
を示す。
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　測定光学系により、屈折率の変化量と受光器の信号の変化量の関係は変わるので、既知
の屈折率の材料を貼り合せて、その貼り合せ面と垂直に鏡面研磨し、このサンプルを測定
することにより、両者の関係を校正することができる。
【００２７】
　また、屈折率差は、被測定物を薄片にして顕微鏡観察することにより目視でも定性的に
評価できる。
【００２８】
　別途、上記の反射光により屈折率差を測定した標準サンプルと被想定物を目視で比較す
ることによって、おおよそ評価が可能になる。
【実施例】
【００２９】
　以下、実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限され
るものではない。
　種々粒子サイズの酸化テルビウム粉末とＹ2Ｏ3又はＧｄ2Ｏ3粉末とを所用のモル比（４
０～７０％：６０～３０％）の割合で使用し、これに焼結助剤としてＺｒＯ2、ＨｆＯ2又
はＴｉＯ2を０．５質量％で添加し、更に分散剤及びバインダーとしてのエチルセルロー
スとポリビニルアルコールを有効量添加した後、これらをポットミルで混合することによ
り混合物を得た。次いで、上記混合物をスプレードライすることによって、粒径数十μｍ
の顆粒を得た。前記顆粒を用い、一次成形として、金型成形を行った後、二次成形として
、ＣＩＰを行うことにより成形体を得た。得られた成形体を大気中４００～１，０００℃
で仮焼した後、所定の雰囲気中１，６００～１，８００℃で焼成（本焼成）した。更に、
得られた焼成体を更にＨＩＰ処理を行い、必要によりアニール処理することにより、１５
種類のセラミックス（サイズ：直径６ｍｍφ、長さ１０ｍｍ）を得た。得られたセラミッ
クスに対し、その粒界の屈折率と主相の屈折率との屈折率差及び消光比を測定した。結果
を図３に示す。
　なお、屈折率は、上述した方法に従い、屈折率計として「エリプソメータ」を用いて、
２５℃における、ブリュスター角を測定し、屈折率を求めた。また、消光比の評価は、フ
ァラデー回転子として用いられる材料に対して、０度～９０度の偏光を入射し、出射光を
偏光子を通して受光器に入射して、受光器で光の強度を測定し、最大値（Ｉｍａｘ）と最
小値（Ｉｍｉｎ）より、消光比（Ｓ）を次式で計算して評価する。
　　　Ｓ＝－１０ｌｏｇ（Ｉｍｉｎ／Ｉｍａｘ）　［単位ｄＢ］
　結果を図３に示す。
【００３０】
　屈折率差０．００４以下にすることによって、消光比３０ｄＢ以上となり、屈折率差が
小さくなるほど、消光比は向上することが認められる。
【符号の説明】
【００３１】
１　セラミックス（被測定物）
２　移動ステージ
３　モータ
４　ボールねじ
５　基台
６　光源
７　ビームエクスパンダ
８　ミラー
９　対物レンズ
１０　受光器
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【図１】

【図２】

【図３】
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